
まだまだあります。こんな特徴！！
●少子高齢化に強い年金。年金資産は
安全性を重視して運用しています

●終身年金です。８０歳までにお亡くなり
になった場合、死亡一時金があります
●認定農業者など一定の要件を満たす
方には、保険料の国庫補助があります

６０歳未満の国民年金第１号被保険者（国民年金保険料納付免除者を除く）で
あって年間６０日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継
者など家族農業従事者の方も加入できます。

1.農業に従事されている方は誰でも加入できます

自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ（月額２万～
６万７千円の間で千円単位）、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

2.保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます

●支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税に
なります（支払った保険料の１５％～３０％程度が節税）。
●農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益（保険料の運用益）は非課税です。
●将来受け取る農業者年金には、公的年金等控除が適用されます。
　（６５歳以上の方は公的年金等の合計額が１２０万円までの場合は、全額控除。）

3.税制面で大きな優遇措置があります

農業者年金に加入しよう！

《 お問い合わせ 》
◆八重瀬町農業委員会 ☎098-998-9840
◆ＪＡおきなわ東風平支店 ☎098-998-2106
◆ＪＡおきなわ具志頭支店 ☎098-998-3322
詳しくは農業者年金基金へ ☎03-3502-3199

八重瀬町種苗センターでは、農業初心者向け講座「やえせハルサー塾」を
開講します。栽培基礎知識、農具の使い方など農業を行うために必要な基礎
知識をお伝えします！

農業初心者向け講座やえせハルサー塾やえせハルサー塾

◆期　　間：
◆実 施 日：
◆定　　員：
◆講座時間：
◆受 講 料：

令和８年５月～令和9年３月（全18回）
火曜日コース、土曜日コース（※いずれかのコースを選択）
各コース１５名（応募多数の場合は抽選となります。）
午前１０時～正午まで（２時間）
５９，７００円（２０坪の畑・苗・肥料代込）、５０，０００円（１０坪の畑・苗・肥料代込）

◆やえせハルサー塾事前説明会（1時間程度）
説明会日時：
説明会場：

令和８年３月１９日（木） 午前１０時～
八重瀬町種苗センター（管理棟内）

◆応募資格：
◆場　　所：
◆申込方法：

◆申込期間：

八重瀬町在住の農業に興味関心がある方
八重瀬町種苗センター（字大頓２１４５番地）
八重瀬町種苗センターホームページで申込みまたは、種苗センター
で申込用紙を入手し、申込期間内にお申し込みください。
令和８年３月2日（月）～令和8年３月３１日（火） ▲八重瀬町種苗センター

ホームページ

《 お問い合わせ 》
八重瀬町種苗センター
☎098-851-4608

受講生
募　集
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《 お問い合わせ｜税務課 収納班｜☎098-998-2700 》

令和７年度分町税の法定納期限（町県民税：令和８年２月２日、固定資産税：令和８年３月２日、軽自
動車税：令和７年６月２日）は終了しました。法人住民税については、確定申告提出期限まで申告納付
することとされ、その日が法定納期限とされています。
また、令和６年度以前の未納分については、すでに法定納期限を過ぎています。これまで、各税の期毎の

法定納期限内に納めていない方に対し、督促状や催告状を送付しましたが、納め忘れはないでしょうか？

税は、みなさまで公平に負担しなければなりません。納付期限内納付にご協力をお願いいたしま
す。納め忘れの方は、お早めに納めていただきますようお願いいたします。

※納付期限内に納付が難しい場合は、お早めに八重瀬町役場 税務課までご相談ください。
督促状や催告状を送付しても、納めない方に対しては、滞納処分を実施しています。

町税の納め忘れはありませんか？

納期内納付と滞納処分

自主
納付

町税は、納税者のみなさまが定められた期限
（納付期限）までに、自主的に納めていただくも
のであり、町税に限らず税金本来のあり方です。

町税の
滞納

納付期限までに納めないことを滞納といいま
す。滞納になれば督促状が送られてきたり、本
来納めるべき税額のほかに督促料や延滞金を
納めなくてはならなくなります。

滞納
処分

町税を滞納したままにしておくと、納付期限ま
でに納められた納税者との公平を保つため、ま
た大切な町税を確保するために、やむを得ずそ
の人の財産（給与、預金、不動産、動産など）を差
し押さえることとなります。また、差し押さえられ
た後も特別な理由もなく滞納を続けると、その
財産を公売（取立て）し、町税に充当することと
なり、この一連の手続きを滞納処分といいます。

町税の滞納処分（差押え）とは
○滞納者への事前連絡や同意は必要としません。
○裁判所の許可（判決）を必要としません。
○金額に関係なく、少額でも差押えを行います。

一般的な滞納処分の流れ

町税を納付期限までに
納付されない場合

督促状の送付
納付期限から２０日以内に

発送します

差押えの要件
督促をうけ、

１０日経過した日までに
完納しないとき

財産調査
給与や預金、不動産、
動産を調査します

財産の差押え

公売等・滞納町税へ充当
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